
広島市規則第１０号

令和８年３月１１日

広島市保育園条例施行規則及び広島市阿戸認定こども園条例施行規則等

の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市保育園条例施行規則及び広島市阿戸認定こども園条例施

行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則

（広島市保育園条例施行規則の一部改正）

第１条 広島市保育園条例施行規則（昭和２３年１０月４日広島市規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

第４条の表三田保育園の項中「３０人」を「２０人」に改め、同表い

ずみ保育園の項中「５２人」を「４２人」に改め、同表久地保育園の項

中「３８人」を「２１人」に改め、同表湯来保育園の項中「２６人」を

「２０人」に改め、同表湯来南保育園の項中「５４人」を「４５人」に

改める。

（広島市阿戸認定こども園条例施行規則等の一部を改正する規則の一部

改正）

第２条 広島市阿戸認定こども園条例施行規則等の一部を改正する規則

（令和７年広島市規則第５９号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち広島市阿戸認定こども園条例施行規則（平成２７年広島

市規則第４９号）第５条に表を加える改正規定中「６８人」を「６１人｣



に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。


